
 

会計年度任用職員（学芸員（変則勤務））勤務条件表 

令和８年４月１日 

№ 項   目 概            要 

１ 勤 務 場 所 科学博物館（寺泊水族博物館） 

２ 職 務 内 容 
寺泊水族博物館での水生生物などの飼育・展示管理、来館者・団体客への解

説、体験普及活動の運営、その他学芸・施設運営業務 

３ 要 件 資 格 学芸員 

４ 任 用 期 間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

ただし、任命権者が公務の運営上特に必要と認める者については、再度の任

用をすることがある。 

５ 条件付採用期間 
令和８年４月１日から１か月間 

ただし、実勤務日数が少ない場合、延長することがある。 

６ 勤 務 時 間 午前８時３０分から午後５時まで（休憩６０分） 

７ 基 本 給 

 月額２４０，７７４円  

支払日は長岡市職員の給与支給日 

（原則として、当月 21日…金融機関休業日の場合は直前の営業日） 

８ 期末・勤勉手当 
6・12月に支給（支給割合は各 1.7875月を基本とし、基準日以前６か月にお

ける在職期間に応じた割合とする） 

９ 通 勤 手 当 
通勤距離（片道）に応じた額を支給（上限あり。徒歩で通勤する場合は支給

対象外） 

10 休   日 
４週８休、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始に相当する 

日の日数 

11 年 次 休 暇 １０日 

12 育児休業等 育児休業、部分休業（一定の要件を満たす場合に限る） 

13 特別休暇等 忌引、夏季休暇、結婚休暇等（一定の要件を満たす場合に限る） 

14 社会保険等 社会保険・雇用保険・労災保険に加入 

15 そ の 他 

・会計年度任用職員の任用及び勤務条件は、「長岡市会計年度任用職員の勤

務時間、休暇等に関する規則」により運用する。 

・基本給及び期末・勤勉手当は給与改定や制度改正により年度途中に変更と

なる可能性がある。 

（担当：長岡市教育委員会教育部科学博物館） 


